事　務　連　絡
平成２２年１１月３０日

関係事業所　各位

川崎市健康福祉局障害計画課長

移動支援事業の制度運用について

　日ごろから、本市の障害保健福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。

　さて、移動支援事業の通所通学支援についてですが、平成２２年１２月１日より次のケースでも制度を使える取扱いにいたしましたので、通知いたします。

· 通所通学支援について

基本的には、学校や通所先などと自宅間の送迎サービスを提供する場合のサービスとなっておりますが、「保護者などの運転する車両への乗車又は降車の介助」、「乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助」を一連のサービス行為として通所通学支援の報酬算定を認めるとこととします。
　　
○　留意点
　　自宅から自家用車（保護者の所有する車両）又は福祉有償運送を利用した場合に算定可能となり、事業者が用意した自家用車に乗って移動する場合については、いかなる場合であっても対象とはなりません。
（障害計画課自立支援係　担当　戸兵）

電話　200-2927 (庁内33612)

　                                                   FAX  200-3932 (庁内33799)

                                                 E-mail 35syokei@city.kawasaki.jp

